
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(準用)
第十五条の二の四 第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄
物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物
処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者

について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及

び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一

般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃

棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一

項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるの

は「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の

七第一項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条

の七第一項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。

(維持管理積立金)
第八条の五 特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環
境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物
最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維
持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府

県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。

２ 維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機
構」という。)にしなければならない。
３ 維持管理積立金は、機構が管理する。

４ 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般

廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通

知する額とする。

５ 機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。

６ 特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその

承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承
継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしてい
る特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める

場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り

戻すことができる。

７ 第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた

者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を

受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。

８ 前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定め

る。



○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(報告)
第十二条の七の十五 特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているも
のを除く。)について法第十五条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定産業
廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第二十一号による報告書を都道府県知事に提出

しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所

三 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月

四 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第

一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定

に係る放流水を採取した年月日

五 埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年

度の四月から九月までに埋立処分された産業廃棄物の数量

六 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容

七 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

(平二三環省令一・追加)


